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国立大学法人静岡大学事業報告書 

 

 

「Ⅰ はじめに」 

国立大学法人静岡大学は、「自由啓発・未来創成」のビジョンに基づき、「質の高い

教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感のある大学」を目指

すことを表明した。（『未来を拓く静岡大学～ビジョンと戦略～』平成 20 年 3 月制定）。 

学長のリーダーシップの下で執行部は、教育では、何よりも学生を大事にし、社会

で活躍できる人材の育成に努め、一人ひとりの学生が輝くことができるようにサポー

トすること、研究では、いくつかの研究分野で世界トップレベルの研究力を組織とし

て養うこと、そして地域社会との関係では、地域に存在感ある大学として、地域の知

の拠点、文化の拠点、人材育成の拠点、産業創出の拠点、そして未来創成の拠点とな

ることを地域社会と本学関係者への約束として、教育、研究、社会連携・国際交流等

に取り組んでいる。  

 

 

「Ⅱ 基本情報」 

１．目標 

静岡大学は、「自由啓発・未来創成」のビジョンに基づき、人材育成を旨とし、質

の高い教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感のある大学を

目指す。 

第2期中期目標期間においては、分野ごとに下記の基本的な目標を定め、そのため、

教えの場から学びの場への転換、自由な基礎的研究の推進と学際・未踏の研究分野へ

の組織的な取組み、地域社会と協働した現代の諸課題へのチャレンジ、国際性豊かな

人材育成、法人組織運営の自律性とアカウンタビリティーの一層の明確化を図る。 

【教育】 

 国際感覚と高い専門性を有し、チャレンジ精神にあふれ、豊かな人間性を有する

教養人を育成する。 

 教職員と学生が相互に潜在能力を引き出し、知と文化を未来に継承・発展させる。 

【研究】 

 知の蓄積を図り、世界をリードする基礎的・独創的な研究を推進する。 

 地域の学術文化の向上に寄与するとともに、地域産業の特色を活かし、産業振興

に資する研究を推進する。  

【社会連携】 

 現代の諸課題に真摯に向き合い、地域社会と協働し、その繁栄に貢献する。 

【国際化】 

  創造的な教育研究を通して、国際性豊かな大学を目指す。 

【経営基盤】 

 本学の活動について社会の一層の理解を求め、法人組織の経営基盤の安定化を進

める。 

 

 

 

 



 2 

２．業務内容 

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況  

１ 教育に関する取組  

○学士課程  

①キャリアデザイン教育  

   大学教育センターは昨年度設置した学生支援センターと相互に連携・協力して、

キャリアデザイン関係授業を実施し、学生ピアサポート団体の設立準備、キャリ

アデザインに関する学生意識調査、静岡県内の地域産業を起点としたインターン

シップを実施した。学長自らもインターンシップ生を受入れ、キャリアデザイン

教育に積極的に関わった。  

iPadやDVDを活用した「キャリア形成ガイダンス」用の教材を開発し、活用を

始めた。4年間のキャリアデザイン教育の連続性を担保する共通科目の設置を検討

し、次年度以降の実施計画を策定した。  

②共通教育カリキュラムの改革  

   前年度に合意した全学教育科目にかかる「カリキュラム改革の基本的考え方」

に基づき、平成 25 年度に全学教育科目の「新カリキュラム」を導入することを決

定した。「新カリキュラム」の要点は、第 1 に英語および未修外国語について、学

生の能力と意欲に合わせた到達目標の設定による基礎的能力の保証と上位の学生

の能力向上、第 2 に学部横断セミナーの導入によるアクティブ・ラーニングの充

実、第 3 に CAP 制導入による内容的に精選した専門科目・共通科目の授業編成及

び学習時間の確保である。  

③入試改革  

   平成 22 年度に提案された「入試改革に関する提言」に基づき、平成 27 年度以

降の前期日程試験で課す教科・科目の統一等の「入試改革の基本方針」を決定し

た。これを受けて平成 27 年度入試改革に向けた準備を開始した。  

④地震防災教育の充実と防災マイスター称号制度の創設  

新入生向けの共通教育科目から専門科目まで地震防災関連の授業科目を充実さ

せるとともに、社会の各分野で求められている一定レベル以上の地震防災の知識

を備えた人材を養成して社会に送り出すことを目的に、「防災マイスター称号制

度」を創設した。第 1 期生 3 名に防災マイスターの称号を授与した。  

 

○大学院課程・専門職大学院課程  

①修士課程教育における国際化の推進  

修士課程教育の国際化を一層推進するため、各研究科は外国語等による授業の

実施状況や国際学会等における発表・参加状況を踏まえて対応策を検討した。  

工学研究科と情報学研究科において、修士課程学生の国際学会等での発表数等

を奨学金返還免除者の選考に利用することとし、農学研究科においては学部長裁

量経費による国際学会参加支援を行った。  

また、（独）日本学生支援機構の留学生交流支援制度（ショートステイ・ショー

トビジット）等を活用した学生交流、研究室交流等を実施した。  

②社会的ニーズに応える大学院教育の改革・改善  

愛知教育大学と共同大学院博士課程共同教科開発学専攻の設置審査申請を行

い、平成 24 年度設置の承認を得て、入学試験の実施等を含む開設準備を行った。 

人文社会科学研究科及び情報学研究科は、社会人教育・留学生教育に対する高
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いニーズに応えるために、入学定員増を図った。  

農学研究科は、日本農業が抱える諸問題の解決という社会的ニーズに応えるた

め、新たなビジネスを農業で起業できる人材を育成する「農業ビジネス起業人」

育成コースを設けた。  

   教育学研究科では、受験者のニーズに応えて学校教育研究専攻の受験資格を見

直し、併せて小学校教員免許取得プログラムを新設した。  

   自然科学系教育部では、昨年度から実施した「環境リーダー育成プロジェクト」

の充実をはかるために新たな共通科目を正式な単位科目とした。また、ダブルデ

ィグリープログラム（DDP）制度の充実のために、ワークショップなどを開催し

て日本人学生の海外派遣に努めている。ブラウンシュバイク工科大学（ドイツ）

とのダブルディグリープログラム協定に基づき、初めて本学学生を派遣した。  

工学部・工学研究科は、平成 25 年度実施予定の改組に向け、化学バイオ工学の

導入を含む新しいカリキュラム案を策定した。  

 

○教育の実施体制  

①FD・SD の取組  

教職協働として学生指導・教育改革に取り組むため、学内 FD 研修会への職員

の参加に加え、他大学や大学コンソーシアム京都の FD・SD 研修会へ職員を派遣

する等、教職協働の FD・SD 研修に力を入れており、その研修成果についてはニ

ュースレター等で学内外に発信している。  

   後期に開催した SD 研修会等は、9 月に 40 歳以下の若手職員を対象とした IR

についての研修会を開催（31 名参加）、12 月には中堅・ベテラン教職員向け（教

員 50 歳以上、職員係長以上）FD・SD 講演会を開催（117 名参加）、3 月には浜

松キャンパスで若手職員（主に 40 歳以下）対象の SD 研修会を開催した（24 名

参加）。  

   教職協働の成果の一つとして、キャリアデザイン教育への職員の寄与がある。

共通科目の講義「大学を考える」では理事・事務局長と職員が各１回授業を担当

し、授業を通して学生たちと交流し意見交換を行った。さらに、講義「キャリア

デザイン」では、若手職員を中心に数名が大学の仕事とその社会的意義について

授業を行った。  

    

○学生支援  

①学生への経済的援助  

東日本大震災被災学生に対し、教職員や同窓会等からの寄付金を基に静岡大学

特別奨学給付金制度を設け 38 名の学生に対し経済的支援を行うとともに、入学

料・授業料の特別免除を延べ 44 名の学生に対して実施した。  

優秀な大学院博士課程学生に対する経済的支援の一環として、優秀な学生を確

保し見通しを持って大学院で学ぶ環境を整えるために、既定の免除枠による授業

料等の免除のほかに、独自財源により定員の一割を対象とする入学料・授業料免

除制度を導入し、規程等の整備を行った。  

②就職支援の充実  

学生支援センター・キャリアサポート部門に昨年度末に配置した就職支援担当

の特任教授 2 名により機動的な支援・相談を開始した。また、卒業生・修了生へ

の就職支援は Web 検索システムを構築し、「既卒者向けの求人票」による情報提
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供を行った。  

就業力育成支援 GP の一環として就職支援に関する情報を一括提供できる、ス

マートフォン対応アプリケーションを開発・提供した。  

③留学生支援の充実  

学生の海外派遣・留学生受入れに関して国際交流基金からの援助枠を、派遣は

5 名から 10 名に、受入れは 6 名から 10 名に拡大した。  

留学生支援施設整備についてのアクションプランを長期的視点に立ち策定し

た。  

本年度から留学生支援ボランティアも参加して、静岡キャンパスと浜松キャン

パスの留学生交流会を藤枝フィールドで実施した。  

静岡国際交流会館において地域住民との交流会を実施し、親睦を図った。  

 

２ 研究に関する取組  

①超領域研究推進本部の設置とその活動  

   重点 4 分野（アジア研究、極限画像科学、ナノバイオ科学、グリーン科学技術

（環境・エネルギー科学技術））の研究推進と統括を目的として、研究企画室内に

超領域研究推進本部を立ち上げ、第 1 回超領域国際シンポジウム（約 210 名 (海外

から７カ国約 70 名 )が参加）を開催するとともに、超領域研究会を２回開催した。

専用ウェブサイトを開設するとともにニュースレターの発刊に取り組んだ。重点

4 分野のチームリーダーは、チーム研究を牽引するとともに、異分野融合研究の

推進のためのマネジメントを担った。これらの取り組みは、静岡・浜松の両キャ

ンパスの連携・融合に大きな役割を果たした。  

②優れた研究者に対する支援制度  

   優れた個人研究を推奨し顕彰するために、本学の研究を牽引する研究者を「卓

越研究者」として、また本学の次世代の研究を担うことが期待される若手研究者

を「若手重点研究者」として認定する制度を導入した。この制度に基づき「卓越

研究者｣を 22 名、「若手重点研究者」を 25 名選定し、大学ウェブサイトへの掲載、

冊子の配布及び静大フェスタにおけるパネル展示を行った。  

優秀な若手研究者及び若手重点研究者には学長裁量特別経費による研究費特別

支援を行った。また、質の高い雑誌へ論文を掲載した研究者に研究費支援を行っ

た。  

③若手テニュアトラック制度  

   現在進行中の若手テニュアトラック（平成 20～24 年度、10 名）に加え、制度

の拡充策として本学独自の若手テニュアトラックをスタートさせた。これにより

平成 23 年度「テニュアトラック普及・定着事業」に 2 名が採択され、内 1 名は個

人型の支援対象者（スーパーテニュア）に選定された。さらに平成 24 年度向け、

3 名の若手テニュアトラック研究員の採用（内 1 名女性）を決定した。  

④地震防災研究・「知による貢献」  

   防災総合センターの防災科学研究の成果を発信するとともに、東日本大震災の

復旧・復興に「直ちに活用できる可能性があるもの」、「中長期的取り組みへの貢

献につながる可能性があるもの」に分けて、各部局等の研究活動と成果を、東日

本大震災に対する静岡大学の「知による貢献」として大学ウェブサイトで公表し、

問い合わせを受け付けた。塩分を含むがれき等を燃料化する技術の開発、クラウ

ド技術を用いた安否確認システムの開発、携帯電話で放射線測定を行なう内蔵モ
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ジュール開発などは、マスコミからも注目され、企業や地方自治体などからの引

き合いがきている。  

 

３ 社会連携・国際化・附属学校園に関する取組  

○社会連携  

①新しい社会連携組織の設置計画の策定  

学内共同利用センター等への人的配置を含めて効率化を進めるとともに、産学

連携、地域連携の機能を強化するために、既存のイノベーション共同研究センタ

ー、知的財産本部、地域連携協働センター及び生涯学習教育研究センターを整理

統合し、平成 24 年度に新たにイノベーション社会連携推進機構を設置することを

決定した。  

②地震防災に係る社会連携の取組実績  

科学技術戦略推進費（文部科学省）による地域再生人材創出拠点の形成事業と

して、静岡県と連携して、企業や地方自治体の災害科学的基礎を持った防災実務

者の養成を目的とする「ふじのくに防災フェロー養成講座」を平成 22 年度から実

施し、平成 23 年度は第１期修了者 15 名を送り出した。また、第２期受講者 10

名程度募集のところ 43 名の応募があり、選考の結果 20 名を受け入れた。  

新聞社と連携して、地域再生と地震防災をテーマに、公開市民講座「3・11 以

降をどう生きるか」（中日新聞社と共催）、「地域から広がる可能性」（読売新聞社

と共催）を開催した。  

東海 4 県、名古屋市、名古屋大学、岐阜大学、三重大学と合同で「防災の広域

連携の在り方を探るシンポジウム」や、国立大学協会と共催で防災シンポジウム

「多角的な災害教訓から静岡の防災を考える」を開催するなど、諸団体と協力し

て地震防災に対する情報発信と啓発活動を行った。  

③地域社会との連携の実績  

J リーグ「清水エスパルス」との包括連携協定や信用金庫との業務協力覚書な

ど各種協定を結んだ。  

平成 23 年度から地域関係者と学生・教職員が連携して取り組む活動を支援する

ことを目的に地域連携応援プロジェクトを学内公募し、「静岡市における産業遺産

の振興を目的としたガイドマップ作成事業」等の 7 事業に経費支援するとともに、

成果報告会を開催した。  

科学技術振興調整費による地域再生人材創出拠点形成事業「はままつデジタル

マイスター養成プログラム」及び（独）科学技術振興機構によるものづくり理科

地域支援ネットワーク「浜松 RAIN 房」の補助事業期間が終了したのに伴い、そ

れぞれ浜松市や浜松商工会議所の経費支援を得て自立化し、継続実施した。  

        大学近隣の自治会・町内会長等の参加を得て「地域コミュニティ懇談会」を静 

 岡及び浜松のキャンパスで各 1 回開催した。 

    

○国際化  

①学生の海外留学・海外留学生の受け入れ、卒業・修了した留学生の組織化  

（独）日本学生支援機構の留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビ

ジット）の応募に際し、部局と組織的な協力を進め、その結果 10 件申請のうち 8

件が採択された。また、留学希望者に対する面談による指導を開始した。  

日韓プログラム・インドネシア・中国・韓国等における日本留学フェアに参加
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し、静岡大学の広報を行った。その際、日本留学フェア用に 3 ヶ国語（韓国語・

中国語・英語）のカラーパンフレットを作製し活用した。さらに留学生ガイドブ

ックの更新を行った。  

新たにソフィア大学（ブルガリア）、オブダ大学（ハンガリー）と大学間協定を

結んだ。  

留学生の卒業生・修了生等の組織化を進めるため、インドネシアからの留学生

に関して、データベースを作成し、インターネットを利用した連絡網を構築する

などその活用を始めた。  

日韓理工系学部留学生プログラム推進フェアに留学生を派遣した。また、イン

ドネシア留学フェアに協定校であるガジャマダ大学の学生及び本学への留学経験

のある学生の協力を得て、本学海外事務所を活用し留学広報活動を行った。  

 

○附属学校園  

①附属学校園の重点的取組  

浜松地区において公立学校と教育研究面での連携を強化するため、附属浜松小

学校に地域連携室を新たに設置することとした。また、教育学部の教職専門科目

の一部を附属学校園との協力の下で実施した。  

 

 

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況  

１ 業務運営・財務内容等に関する平成 23 年度の重点的取組  

①男女共同参画事業の推進  

平成 20 年度から平成 22 年度の科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育

成事業」による取り組みは、事業期間の終了に伴う事後評価を受け、「女性研究者

の多様なニーズに応える『オンデマンド支援』による多彩な取り組みや多目的保

育施設と学童保育の開設、出前相談の実施、女性研究者採用加速システムの導入

など所期の計画を超える取り組みを行ったこと及び実施期間終了後における学長

のリーダーシップの下での多くの取り組みの継続」が評価され、最も高いＳ評価

を得た。平成 23 年度もその成果を発展させ、女性研究者支援、静岡キャンパスの

一時保育、浜松キャンパスの学童保育、男女共同参画の講演会やシンポジウムの

開催、女子高出前授業等に取り組んだ。  

②情報基盤の効率化・セキュリティの取組  

学内情報基盤の一元管理（統合認証）に向け情報戦略委員会で基本方針をまと

めた。さらに、情報基盤機構の情報セキュリティ・マネジメント・システムにつ

いては、国際認証である ISO27001 の認証範囲を学術情報部情報企画課まで拡大

し、情報セキュリティレベルの強化を図るとともに、業務系基幹サーバを学外の

データセンターへ移設し、災害対策並びに情報セキュリティを強化した。  

特定非営利活動法人 ASP・SaaS・クラウドコンソーシアムが主催する「ASP・

SaaS・クラウドアワード 2011」のユーザ部門において、国公私立大学では初め

て「準グランプリ」を獲得した。クラウドを全面適用した本学の情報基盤プライ

ベートクラウドとパブリッククラウドを組合せ、サービスの充実と省エネを実現

している点が評価された。  
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３．沿革 

本学は、広く学術・文化の基礎及び応用を教授・研究し、平和的な国家及び社会の

建設に有為な人材を育成することを目的・使命として、昭和 24 年 5 月 31 日に、静岡・

浜松両市を拠点とする静岡県初の 4 年制大学として設置された。当初は、静岡市に置

かれた文理学部と教育学部、浜松市に置かれた工学部の 3 学部で構成された。その後、

学部等の改組や新設があり、人文、教育、情報、理学、工学、農学の 6 学部と人文社

会科学、教育学、情報学、理学、工学、農学、自然科学系教育部の 7 大学院研究科、

専門職大学院の法務研究科、電子工学の 1 附置研究所、8 学内共同教育研究施設を有

する総合大学となっている。 

本学のキャンパスは、好対照をなす二つの都市に存する。静岡市は行政と商業の中

心であり、浜松市は常に新たな産業創成の中心である。静岡キャンパスには、人文学

部、教育学部、理学部、農学部、4 大学院研究科（人文社会科学、教育学、理学、農

学）及び法務研究科があり、浜松キャンパスには、情報学部、工学部、3 大学院研究

科（情報学、工学、自然系教育部）及び電子工学研究所がある。 

 

４．設立根拠法 

国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号） 

 

５．主務大臣（主務省所管局課） 

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 

 

６．組織図 

学 部－人文学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部 

研究科－人文社会科学研究科、教育学研究科、情報学研究科、理学研究科 

工学研究科、農学研究科、自然科学系教育部、創造科学技術研究部、 

法務研究科 

研究所－電子工学研究所 

 

７．所在地 

 静岡県静岡市 

 

８．資本金の状況 

 ４９，２６２，９５８，１７２円（全額 政府出資） 

 

９．学生の状況 

総学生数        １０，４９５人 

学士課程                ８，８９５人 

修士課程                １，３１５人 

博士課程                  １９５人 

専門職学位課程             ９０人 
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１０．役員の状況 

役 職 氏 名 任  期 経  歴 

学 長 

 

伊東幸宏 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 19 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学情報学部長 

 

理 事 

(教育・附属学

校園担当) 

石井 潔 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 18 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学教育学部長 

理 事 

(研究・情報 

担当) 

碓氷泰市 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 17 年 4 月～平成 20 年 3 月 

静岡大学農学部長 

理 事 

(社会・産学連

携担当) 

柳澤 正 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 19 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学工学部長 

 

理 事 

(総務・財務・ 

施設担当) 

山﨑裕史 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 20 年 1 月～平成 22 年 3 月 

文化庁長官官房政策課会計室長 

監 事 塩田 進 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 24 年 3 月 31 日 

平成 10 年 9 月～平成 18 年 8 月 

静岡理工科大学長 

監 事 大戸宏文 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 24 年 3 月 31 日 

平成 15 年 5 月 

スター精密㈱監査役 

平成 17 年 6 月 

伊豆箱根鉄道㈱取締役 

 

１１．教職員の状況 

教員 １，１６０人（うち常勤８１１人、非常勤３４９人） 

職員     ７０６人（うち常勤３２４人、非常勤３８２人） 

（常勤教職員の状況） 

 常勤教職員は前年度比で９人（０．８％）減少しており、平均年齢は４６歳（前年

度と同じ）となっております。このうち、出向者はありません。 
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「Ⅲ 財務諸表の概要」 

 

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

（表示金額は百万円単位とし、表示単位未満については切り捨て表示しています。） 

 

１．貸借対照表（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定負債 

 資産見返負債 

 長期寄附金債務 

 資産除去債務 

長期未払金 

  

流動負債 

 運営費交付金債務 

 寄附金債務 

 前受金 

 未払金 

その他の流動負債 

 

9,776 

9,238 

37 

264 

236 

 

4,175 

65 

1,287 

49 

2,386 

386 

 

負債合計 13,951 

純資産の部 金額 

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

49,262 

49,262 

△1,182 

2,078 

      

固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

   減損損失累計額 

  建物 

   減価償却累計額等 

  構築物 

   減価償却累計額等 

  工具器具備品 

   減価償却累計額等 

  図書 

  その他の有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他の資産 

 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

 

 

 

 

59,054 

58,681 

33,355 

－ 

23,983 

△7,529 

1,304 

△612 

7,685 

△5,290 

5,623 

161 

335 

37 

 

5,055 

4,818 

237 

 

 

 

    
純資産合計 50,158 

資産合計 64,110 負債・純資産合計 64,110 
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２．損益計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金 額 

経常費用(A) 17,932 

 業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

  受託研究費 

  受託事業費 

人件費 

 一般管理費 

 財務費用 

17,429 

1,664 

1,416 

900 

1,099 

201 

12,146 

495 

7 

経常収益(B) 18,518 

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 受託研究等収益 

 受託事業等収益 

 寄附金収益 

 施設費収益 

 補助金収益 

 資産見返負債戻入 

 財務収益 

 雑益 

9,457 

5,933 

1,142 

201 

241 

7 

369 

732 

0 

432 

臨時損益(C) △52 

目的積立金取崩額(D) 27 

当期総利益(B-A+C+D) 560 
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３．キャッシュ・フロー計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区     分 金  額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 1,423 

 原材料、商品又はサービスの購入による支出 

人件費支出 

 その他の業務支出 

 運営費交付金収入 

 学生納付金収入 

 その他の業務収入 

△3,635 

△12,128 

△474 

9,641 

5,397 

2,622 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △2,086 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △199 

Ⅳ資金減少額(D=A+B+C） △863 

Ⅴ資金期首残高(E) 4,489 

Ⅵ資金期末残高(F=E+D) 3,626 

 

 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区       分 金  額 

Ⅰ業務費用 9,826 

 損益計算書上の費用 

 （控除）自己収入等 

17,991  

△8,165 

（その他の国立大学法人等業務実施コスト） 

Ⅱ損益外減価償却相当額 

Ⅲ損益外減損損失相当額 

Ⅳ損益外利息費用相当額 

Ⅴ損益外除売却差額相当額 

Ⅵ引当外賞与増加見積額 

Ⅶ引当外退職給付増加見積額 

Ⅷ機会費用 

Ⅸ（控除）国庫納付額 

 

1,147 

－ 

5 

△6 

△16 

△371 

489 

－ 

Ⅹ国立大学法人等業務実施コスト 11,073 
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５．財務情報 

（１）財務諸表の概況 

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

ア．貸借対照表関係 

（資産合計） 

平成２３度末現在の資産合計は前年度比５６１百万円（０．９％）（以下、特に

断らない限り前年度比・合計）減の６４，１１０百万円となっている。 

主な減少要因としては、建物が、学生寄宿舎、宿舎、校舎等の改修などを行った

ものの、減価償却等により３０２百万円（１．８％）減の１６，４５３百万円とな

ったこと、工具器具備品が、減価償却等により３７４百万円（１３．５％）減の２，

３９４百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、現金及び預金が、未払金の増加により１４１百万

円（３．０％）増の４，８１８百万円になったことが挙げられる。 

 

（負債合計） 

平成２３年度末現在の負債合計は１１７百万円（０．８％）減の１３，９５２百

万円となっている。 

主な減少要因としては、前受金が、入学者の授業料について入学前における授業

料納付（前受授業料）を廃止したことにより、４７１百万円（９０．４％）減の４

９百万円となったこと、長期未払金が、リース債務の経年（契約期間）による減少

により、１４９百万円（３８．８％）減の２３６百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、未払金が、期末における支払債務の増加により２

３０百万円（１０．７％）増の２，３８６百万円となっていること、当期資産取得

に伴い資産見返負債が３９２百万円（４．４％）増の９，２３８百万円となってい

ることが挙げられる。 

 

（純資産合計） 

平成２３年度末現在の純資産合計は４４３百万円（０．９％）減の５０，１５８

百万円となっている。 

主な減少要因としては、資本剰余金が、減価償却等の見合いとしての損益外減価

償却累計額等を計上したことや、資産除去債務について損益外利息費用累計額を計

上したことにより８９２百万円（３０７．７％）減の△１,１８２百万円となったこ

とが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、利益剰余金が、当期未処分利益と当期取り崩しの

加減などにより４４８百万円（２７．５％）増の２，０７８百万円となったことが

挙げられる。 
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イ．損益計算書関係 

（経常費用） 

平成２３年度の経常費用は４１８百万円（２．４％）増の１７，９３２百万円と

なっている。 

主な増加要因としては、授業料免除制度等の学生支援体制の充実を図ったことや、

教育活動の充実を図るために予算を増投下したことにより教育経費が１８４百万円

（１２．５％）増の１，６６４百万円となったこと、退職手当支給額の増加等によ

り人件費が２２８百万円（１．９％）増の１２，１４６百万円とが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、一般管理費が、経費節減等により７８百万円（１

３．６％）減となったことが挙げられる。 

 

（経常収益） 

平成２３年度の経常収益は１７８百万円（１．０％）減の１８，５１８百万円と

なっている。 

主な減少要因としては、運営費交付金収益が、交付額の減や資産の取得額の増な

どにより１５８百万円（１．７％）減の９，４５７百万円となったこと、学生納付

金収益が資産の取得額の増などにより５５百万円（０．９％）減の５，９３３百万

円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、受託研究等収益が、受託研究の受入の増加に伴い

１２２百万円（１２．０％）増の１，１４２百万円となったこと、資産見返負債戻

入が、減価償却等により７１百万円（１０．８％）増の７３２百万円となったこと

が挙げられる。 

 

（当期総利益） 

上記経常損益の状況に、臨時損失として固定資産除却損５９百万円、臨時利益と

して資産見返負債戻入６百万円、目的積立金を使途に沿って費用処理したことによ

る目的積立金取崩額２７百万円を計上した結果、平成２３年度の当期総利益は、６

１８百万円（５２．５％）減の５６０百万円となっている。 
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ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２３年度の業務活動によるキャッシュ・フローは３３４百万円（３０．８％）

増の１，４２３百万円となっている。 

主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が、３５１

百万円（８．８％）減の３，６３５百万円となったこと、受託研究等収入が、１４

７百万円（１４．４％）増の１，１６６百万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、学生納付金収入が５４０百万円（９．１％）減の

５，３９７百万円となったこと、運営費交付金の収入が、２７６百万円（２．８％）

減の９，６４１百万円になったことが挙げられる。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２３年度の投資活動によるキャッシュ・フローは３７０百万円（２１．６％）

減の△２，０８６百万円となっている。 

主な減少要因としては、定期預金払戻による収入が、１，４００百万円（５１．

７％）減の１，３０６百万円となったこと、定期預金預入による支出が、３８９百

万円（２０．３％）増の２，３１０百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出

が、１，５０７百万円（５２．４％）減の１，３６６百万円となったことが挙げら

れる。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２３年度の財務活動によるキャッシュ・フローは２百万円（１．４％）減の

△１９９百万円となっている。 

主な減少要因としては、利息の支払い額が、２百万円（２３．４％）減の７百万

円となったことが挙げられる。 

 

 

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト） 

平成２３年度の国立大学法人等業務実施コストは１０２百万円（０．９％）減の

１１，０７３百万円となっている。 

主な減少要因としては、退職手当支給額の増による引当外退職給付増加見積額が、

２１６百万円（１３９．９％）減の△３７１,７１０百万円となったことが挙げられ

る。 

また、主な増加要因としては、退職手当支給額の増加等により損益計算書上の費

用が、４６５百万円（２．７％）増の１７，９９１百万円となったことが挙げられ

る。 
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（表）主要財務データの経年表                      （単位：百万円） 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

資産合計 63,523 64,173 66,941 64,671 64,110 

負債合計 13,329 13,458 15,964 14,069 13,951 

純資産合計 50,193 50,714 50,976 50,602 50,158 

経常費用 18,248 18,513 18,456 17,514 17,932 

経常収益 18,974 19,056 18,210 18,696 18,518 

当期総利益 839 680 619 1,179 560 

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,228 1,340 1,153 1,088 1,423 

投資活動によるキャッシュ・フロー △631 △1,492 188 △1,715 △2,086 

財務活動によるキャッシュ・フロー △214 △215 △215 △202 △199 

資金期末残高 4,559 4,192 5,319 4,489 3,626 

国立大学法人等業務実施コスト 11,324 11,391 12,323 11,175 11,073 

（内訳）      

 業務費用 9,671 9,822 10,623 9,417 9,826 

  うち損益計算書上の費用 18,252 18,632 18,468 17,526 17,991 

  うち自己収入   △8,580 △8,810 △7,845 △8,108 △8,165 

 損益外減価償却相当額 1,189 1,175 1,178 1,271 1,147 

 損益外減損損失相当額 - - - - - 

 損益外利息費用相当額 - - - 34 5 

 損益外除売却差額相当額 - - - 4 △6 

 引当外賞与増加見積額 4 △81 △14 △23 △16 

 引当外退職給付増加見積額 △206 △203 △162 △154 △371 

 機会費用 666 677 698 625 489 

 （控除）国庫納付額 - - - - - 
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② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由） 

ア．業務損益 

学部・研究科等セグメントの業務損益は、前年度比６００百万円（４１．６％）

減の８３０百万円となっている。これは、退職手当が増加したことによる人件費の

増加と、受託研究の増による受託研究費の増加、学生納付金収益の増加が主な要因

である。 

附属学校セグメントの業務損益は、前年度比１１百万円（９．３％）減の△１１

２百万円となっている。これは、経常収益が、獲得したセグメントに帰属計上して

いることによるためで、授業料等の学納金収益やその他の収益の獲得がほとんどな

いことに起因している。 

研究所セグメントの業務損益は、前年度比６百万円（５．６％）増の△１１３百

万円となっている。これも附属学校と同様なことによる。 

法人本部の業務損益は、前年度比２百万円（１３．１％）増の△１８百万円とな

っている。これは、教育経費が、学寮改修工事を行ったこと等により前年度比１０

２百万円（５８．２％）増の２７９百万円となったことが主な要因である。 

 

 

（ 表）業務損益の経年表                         （単位：百万円） 

 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

学部・研究科等 670 779 210 1,430 830 

附属学校 - △111 △187 △124 △112 

研究所 - △80 △108 △107 △113 

法人本部 55 △43 △159 △16 △18 

合計 725 543 △245 1,182 585 

 

 

 

イ．帰属資産 

学部・研究科等セグメントの総資産は、前年度比９６６百万円（２．９％）減の

３５，５０７百万円となっている。これは、減価償却等により建物が６０３百万円

（４．８％）減の１２，１０５百万円になったことが主な要因である。 

附属学校セグメントの総資産は、前年度比１２１百万円（１．０％）減の１１，

９１０百万円となっている。これは、減価償却等により建物が６３百万円（４．６％）

減の１，３０２百万円になったことが主な要因である。 

研究所セグメントの総資産は、前年度比３４百万円（３．９％）減の８５１百万

円となっている。これは、減価償却等により建物が５百万円（３．３％）減の１７

１百万円になったことが主な要因である 

法人本部セグメントの総資産は、前年度比４２０百万円（４．０％）増の１１，

０２２百万円となっている。これは、大学会館の改修等により建物が３６９百万円

（１４．８％）増の２，８７４百万円となったことが主な要因である。 
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（ 表）帰属資産の経年表                        （単位：百万円） 

 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

学部・研究科等 40,385 34,980 37,109 36,474 35,507 

附属学校 - 11,685 12,048 12,031 11,910 

研究所 - 895 918 885 851 

法人本部 17,366 10,408 10,572 10,602 11,022 

法人共通 5,770 6,203 6,292 4,677 4,818 

合計 63,523 64,173 66,941 64,671 64,110 

 

 

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

当期総利益５６０百万円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、３５百万円を目的積立金として申

請している。 

目的積立金の使用状況については、平成２３年度は、その目的に沿って１１１百

万円（うち資産取得が８４百万円、費用処理が２７百万円）を取り崩し、使用した。 

 

 

 

（２）施設等に係る投資等の状況（重要なもの） 

当事業年度中に改修した主要施設等 

①大谷地区  大谷宿舎１号棟等耐震改修事業 

施設取得額：１９０百万円 

予算財源：運営費交付金 

 

②城北地区  総合研究棟改修Ⅱ期（工学系） 

施設取得額：３２０百万円 

（Ｈ２３：１０７百万円 Ｈ２４：２１３百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 

 

③城北地区  附属図書館浜松分館改修事業 

施設取得額：５２百万円 

予算財源：運営費交付金 

 

③城北地区  附属図書館浜松分館改修事業 

施設取得額：５２百万円 

予算財源：運営費交付金 

 

④城北地区  工学部７号館改修事業 

施設取得額：５４百万円 

（Ｈ２３：２０百万円 Ｈ２４：３４百万円） 

予算財源：運営費交付金 
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⑤蜆塚地区  学生寄宿舎耐震改修事業 

施設取得額：３２３百万円 

予算財源：運営費交付金、施設整備費補助金、目的積立金 

 

  

 

（３）予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示し

ているものである。 

 

（単位：百万円） 

 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

区分 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 18,270 19,549 19,675 20,472 21,505 22,272 18,381 18,797 18,655 18,261  

運営費交付金収入 9,982 9,982 10,160 10,160 10,468 10,468 9,917 9,917 9,758 9,758   

補助金等収入 72 125 93 122 140 637 78 567 473 560 補助金獲得増 

学生納付金収入 6,175 6,144 6,071 6.058 6,048 6,066 5,925 5,938 5,909 5,398 授業料前納廃止 

附属病院収入 - - - - - - - - - -   

その他収入 2,041 3,298 3,351 4,131 4,849 5,101 2,461 2,375 2,515 2,545  

支出 18,270 18,682 19,675 19,645 21,505 21,627 18,381 17,505 18,655 18,059   

教育研究経費 12,647 12,345 13,028 12,303 13,956 13,931 16,038 15,011 15,828 15,598 計画見直し、経費節減  

 診療経費 - - - - - - - - - -   

 一般管理費 3,966 3,698 3,881 3,776 4,274 3,974       

 その他支出 1,657 2,639 2,766 3,564 3,275 3,722 2,343 2,494 2,827 2,461 補助金獲得増 

  収入－支出 － 866 －  827 －  645 －  1,292 －  202   
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「Ⅳ 事業の実施状況」 

 （１） 財源構造の概略等 

  当法人の経常収益は１８，５１８百万円で、その内訳としては、運営費交付金収益    

９，４５７百万円（５１．１％（対経常収益比、以下同じ。））、学納金収益（授業

料、入学金、検定料）５，９３３百万円（３２．０％）、受託研究・受託事業等収益

１，３４４百万円（７．３％）、寄附金収益２４１百万円（１．３％）、その他１，

５４２百万円（８．３％）となっている。 

  

（２） 財務データ等と関連付けた事業説明 

  ア．学部・研究科等セグメント  

      学部・研究科等セグメントは、事業の種類別（学部、研究科、附属図書館、保健

管理センター等の共同利用施設を含む）により構成されており、未来を展望した、

特色ある国際水準の教育研究を行い、学術・文化と産業・経済の発展に寄与し、卓

越した「知の拠点」としての大学を目指している。平成 23 年度においては、教育

面においては以下の取組を行った。  

  ・ 「基本方針」に基づく具体的カリキュラム案について、各部局及び各部会等から

の意見の取りまとめを行い、平成 25 年度からの新カリキュラム導入についておお

かたの合意を得た。これをもとに平成 24 年度前半に実務的作業をすすめる予定と

した。  

  ・ 平成25年度からＣＡＰ制を導入し、全学教育科目と専門科目を通じて、より内容

的に精選されたカリキュラム編成を行い、教育の質保証を確実にする方向でおおか

たの合意を得た。平成24年度前半に実務的作業をすすめる予定とした。 

     また、研究面においては、「学術と文化を支える基礎的研究を推進し、知の蓄積

を図る。」という中期計画に沿って、以下の取り組みを行った。 

・ 優れた個人研究を推奨し、顕彰するために「卓越研究者」および「若手重点研究

者」制度を導入した。 

・ 昨年に引き続き学長裁量による若手研究者支援（23名）、最先端研究支援（質の

高い雑誌への掲載：5件）を行い制度の定着を図った。 

・ 特別概算による重点4分野に関連したプロジェクト研究推進に対し異分野融合を

目的に研究企画室内に超領域研究推進本部を立ち上げ重点4領域研究の分野横断連

携体制を整えた。 

 

 

  学部・研究科等セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益６，２３

１百万円（４３．９％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ。））、学納

金収益（授業料、入学金、検定料）５，６３８百万円（３９．８％）、受託研究・受

託事業等収益１，０９３百万円（７．７％）、寄附金収益１８４百万円（１．３％）、

その他１，０３７百万円（７．３％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費１，２３６百万円、研究経費１，２０３     

百万円、教育研究支援経費８７３百万円、受託研究・受託事業経費１，０５０     

百万円、人件費８，８８６百万円、一般管理費９８百万円などとなっている。 
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イ．附属学校セグメント  

    附属学校セグメントは、中期目標「大学・教育学部及び地域の教育界との連携・

協力を強化し、附属学校園の教育の改善を進め、かつ、より資質の高い教員の養成

に貢献するとともに、今日的な教育課題に対応した教育研究を進める。」ため、附

属学校園運営委員会において各附属学校園評価シートの改善等の策定を進めた。ま

た、3学年を対象とした授業科目「教科内容指導論Ⅱ」を後期授業として、附属学

校園を活用して実施する予定とした。 

このほか、「地域連携室」を活用し、教育研究において地域の公立学校と連携を

深め、浜松地区の「地域連携室」設置については、附属学校園運営委員会で検討し

た。 

 

 

 附属学校セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益１，１８６     

百万円（９６．３％）、学納金収益（授業料、入学金、検定料）８百万円（０．７％）、

寄附金収益２６百万円（２．２％）、その他１０百万円（０．８％）となっている。   

また、事業に要した経費は、教育経費１４３百万円、人件費１，１９８百万円、一般

管理費２百万円などとなっている。 

 

 

ウ．研究所セグメント  

    研究所セグメントは、中期計画「第1期中期計画の実施に基づき、世界をリード

する独創的な研究の推進。産業界等との連携の推進。国公私立大学の新たな大学間

連携を進めつつ、教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しを行う。」ため、

①極限画像科学創成に関わる研究の動向として極短時間分解能、極限空間分解能、

画像の伝播制御の調査を実施した。②共同研究22件、受託研究15件実施し、奨学寄

附金6件を受領した。③企画戦略会議の下、研究所の教育研究等組織の見直し・再

編成を検討した。  

 

 

 研究所セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益４７６百万円（５

９．０％）、受託研究等収益２５０百万円（３１．０％）、寄附金収益１０百万円（１．

３％）、その他７０百万円（８．７％）となっている。 

また、事業に要した経費は、研究経費１８２百万円、受託研究経費２４９百万円、

人件費４７７百万円、一般管理費４百万円などとなっている。 

 

エ．法人本部セグメント 

    法人本部セグメントは、事務局（総務部、財務施設部、学務部、学術情報部）に

より構成されており、「『自由啓発・未来創成』のビジョンに基づき、人材育成を 

旨とし、質の高い教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感

のある大学を目指す。第２期中期目標期間においては、分野ごとに基本的な目標を

定め、そのため、教えの場から学びの場への転換、自由な基礎的研究の推進と学際・

未踏の研究分野への組織的な取組み、地域社会と協働した現代の諸課題へのチャレ

ンジ、国際性豊かな人材育成、法人組織運営の自律性とアカウンタビリティーの一

層の明確化を図る」という大学の基本的目標等を推進するため、平成23年度におい



 21 

ては、中期計画に定めた、「第1期の組織運営の検証を行い、本部及び部局運営の在

り方について、改善を進める」を実現するため、役員会をはじめ、企画戦略会議等

の本部の運営方法、及び部局の運営方法について、役員懇談会において、役割分担

に応じ機能しているか、「部局の運営・執行体制」にかかる調査をもとに、部局運 

営が適切な方法によって運営されているかの観点から検証を行った。また、経営協

議会で出された意見について、直後の役員会で整理・共有することにより、速やか

な対応を図るとともに、部局における運営体制について、規則等が未整備なところ

については、早急に整備し、しっかりと位置付けられた体制での運営を図るよう依

頼するなど、検証に基づき、見直しを図った。 

 

 

  法人本部セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益１，５６２     

百万円（６８．２％）、学納金収益（授業料、入学金、検定料）２８５百万円（１２．

５％）、寄附金収益１８百万円（０．８％）、雑益３６１百万円（１５．８％）、 そ

の他６１百万円（２．７％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費２７９百万円、人件費１，５８３百万円、一

般管理費３８９百万円などとなっている。 

 

（３） 課題と対処方針等 

運営費交付金の縮減に対応するため、人件費及び管理運営経費の節減に努めるとと

もに、寄附金などの外部資金の獲得に努めた。人件費については、平成23年度までの

定員削減計画の実行により概ね1％の削減を達成するとともに、教員の人件費管理に 

ついては、「教員人件費管理委員会」が「人件費削減計画及び教員の戦略的配置につ 

いて」（平成20年度策定）に基づき、中期計画に定める教員の適正配置及び人件費の 

適切な管理を実行した。また、管理運営費については、経費削減対策として、財務施

設部内に「財務に関する改善・合理化ＰＴ」を設置し、①複写機使用実績のWeb公開、

②単価契約対象品目の追加、③夏季及び冬季の節電対策、④トイレ改修等による節水

対策等を実施した。 

 また、平成22年度に策定したグリーンキャンパス構築指針・行動計画2010-2015に 

基づき省エネルギーや環境配慮の取組を推進させたほか、上記と連携したキャンパス

マスタープラン2010-2015における①ＬＥＤ型外灯更新計画、②講義室照明設備の高 

効率化計画、③トイレ整備計画に基づき、平成23年度は人文学部、教育学部エリアの

外灯（31箇所）について、ＬＥＤ型への更新を完了した。 

 さらに、共通教育Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｌ・Ｐ棟、教育学部Ｇ棟、理学部Ｂ・Ｃ棟の講義室

照明設備（1,014灯）を高効率型Ｈｆ照明設備への更新、教育学部Ｂ棟、理学部Ｂ棟、

南会館、電子工学研究所のトイレ整備を完了しており、省エネルギーに配慮した環境

整備を計画通り実施した。 
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「Ⅴ その他事業に関する事項」 

１．予算、収支計画及び資金計画 

（１）．予算 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_plan.pdf） 

 

決算報告書参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_kessan.pdf） 

 

（２）．収支計画 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_plan.pdf） 

 

財務諸表（損益計算書）参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

（３）．資金計画 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_plan.pdf） 

 

財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 

（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h23_zaimu.pdf） 

 

２．短期借入れの概要 

 

 該当なし 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 
（単位：百万円） 

 

当期振替額 

交付年度 期首残高 
交付金当

期交付額 
運営費交

付金収益 

資産見返

運営費交

付金 

資本剰余

金 
小計 

期末残高 

平成 22 年度 117 - 117 - - 117 - 

平成 23 年度 - 9,641 9,339 235 - 9,575 65 

合計 117 9,641 9,457 235 - 9,693 65 
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（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 
 
平成２２年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

運営費交付

金収益 

- 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

業務達成基

準による振

替額 

計 - 

該当なし 

運営費交付

金収益 

- 

資産見返運

営費交付金 

- 

 

資本剰余金 - 

期間進行基

準による振

替額 

計 - 

該当なし 

運営費交付

金収益 

117 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

費用進行基

準による振

替額 

計 117 

①費用進行基準を採用した事業等 

退職手当 

②当該業務に係る損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

退職手当：117 

ｲ)固定資産取得額 

なし 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

   費用進行に伴う運営費交付金債務117を振替。 

国立大学法

人会計基準

第７８第３

項による振

替額 

 - 該当なし 

合計  117  
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平成２３年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

運営費交付

金収益 

211 

資産見返運

営費交付金 

11 

資本剰余金 - 

業務達成基

準による振

替額 

計 222 

①業務達成基準を採用した事業等 

異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業、未

利用バイオマスのＣＯ２削減・エネルギー・資源利用に

よる低炭素循環型社会推進、高齢化・福祉社会を支える

ナノバイオ・ナノテクノロジー研究の推進、静岡大学（

城北）工学部１号館太陽光発電設備設置事業、その他 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用額 

   備品・消耗品費：64、人件費：65、 

その他の経費：81 

ｲ)固定資産の取得額 

建物等：0、工具器具備品：9、図書：1 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

業務の達成状況に伴う運営費交付金債務222を振替。 

運営費交付

金収益 

8,084 

資産見返運

営費交付金 

22

5 

 

建 設 仮 勘 定

見 返 運 営 費

交付金 

- 

資本剰余金 - 

期間進行基

準による振

替額 

計 8,309 

①期間進行基準を採用した事業等 

業務達成基準及び費用進行基準を採用した業務以外の

全ての業務（大学改革共通課題分など） 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

人件費：7,881、法人本部管理費：203 

ｲ)固定資産の取得額 

建物等：220、構築物：17、 

ソフトウエア：6、工具器具備品：0 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

  学生数が収容定員の一定数（90％）を満たしていたた

め期間進行業務に係る運営費交付金債務8,309を振替。 

運営費交付

金収益 

1,043 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

費行基準に

よる振替額 

計 1,043 

①費用進行基準を採用した事業等 

退職手当 

②当該業務に係る損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

退職手当：1,043 

ｲ)固定資産取得額 

なし 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

   費用進行に伴う運営費交付金債務1,043を振替。 
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区  分 金

 額 

内     訳 

国立大学法

人会計基準

第７８第３

項による振

替額 

 該当なし 

合計  9,575  

 
 
（３）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成23年度 業務達成基

準を採用し

た業務に係

る分 

15 静岡大学（城北）工学部１号館太陽光発電設備設置事業 

・完成期限変更による執行残であり、翌事業年度以降に

使用する予定 

 期間進行基

準を採用し

た業務に係

る分 

- 該当なし 

 費用進行基

準を採用し

た業務に係

る分 

49 退職手当 

・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する

予定 

 計 65  

合計  65  



 26 

（別紙） 

■財務諸表の科目 

１．貸借対照表 

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。 

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画

に比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合

等に、当該固定資産の価額を回収可能サービス価額まで減少さ

せる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。 

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。 

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投資有価証

券等）が該当。 

現金及び預金：現金（通貨及び小切手等の通貨代用証券）と預金（普通預金、当座預

金及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。 

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替

える。計上された資産見返負債については、当該償却資産の減価償却

を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入（収益科目）

に振り替える。 

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

ＰＦＩ債務、長期リース債務等が該当。 

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

政府出資金：国からの出資相当額。 

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産（建物等）等の相当

額。 

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。 

 

 

２．損益計算書 

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。 

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている

施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営

に要する経費 

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

財務費用：支払利息等。 

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 
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学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。 

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。 

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。 

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利

益）のうち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認さ

れた額のことであるが、それから取り崩しを行った費用の額。 

 

 

３．キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、

国立大学法人等の通常の業務の実施に係る

資金の収支状況を表す。 

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による

収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確

立のために行われる投資活動に係る資金の

収支状況を表す。 

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発

行・償還及び借入れ・返済による収入・支

出等、資金の調達及び返済等に係る資金の

収支状況を表す。 

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 

 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の

税財源により負担すべきコスト。 

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。 

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。 

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったに

もかかわらず生じた減損損失相当額。 

損益外利息費用相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産に係る資産除去債務についての時

の経過による調整額 

損益外除売却差額相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の

獲得が予定されない資産を売却や除却した場合に生じた

帳簿価額との差額相当額。 

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年

度との差額として計上（当事業年度における引当外賞与

引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。 
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引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。

前事業年度との差額として計上（当事業年度におけ

る引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表

に注記）。 

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。  

    


